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 は　　じ　め　に

 　本年度研究は，昨年度からの住宅供給の「公共化」の

 手段とその体系化に関する研究の最終年度として，住宅

 供給の「公共化」についての理論構築と，その具体的手

 段の提案をおこなうものである。

 　昨年度研究において，理論問題としては，既往の住宅

 問題論の整理，分析から住宅公共論の体系化をはかり，

 又公共財という観点からの住宅の公共性の検討をおこな

 った。一方公共住宅の公共性について，住宅供給面，財

 政面，技術面から，評価・検討し，「公共住宅」の意義

 を「民間住宅」とのかかわりにおいて，検討・考察する

 ことで，「新しい公共住宅像」の確立の必要性について

 述べた。又，民間住宅の公共性については，民間住宅公

 共化の概念フレームを明らかにし，現行の規制・誘導制

 度の問題点を整理し，更に民間零細開発の事例分析を通

 じて，現行直接規制制度の評価をおこなった。

 　本年度に残された課題は，ひとつは理論面において，

 公共経済学や社会福祉論の成果をふまえつつ，住宅独特

 の「公共化」の理論を体系化することである。他のひと

 つは具体的に公共化の手段とその体系化を構想すること

 であるといえる。これには，ハード面とソフト面の両面

 が考えられよう。

 　さて，これらの研究を具体的に進めるために3つの小

 テーマと，2つの特別研究から構成した。第1のテーマ

 は，住宅供給の公共化の理論的な基礎の検討である。そ

 のひとつは，住宅供給の公共化の新しい理論の構築であ

 り，他の部会から提案される住宅の公共化に関する新た

 な諸制度・システムを総括的に体系化できる理論を検討

 することである。他は，具体的な理論分析であり，①住

 宅の“財”としての公共性の検討，②住宅の“福祉”と

 しての公共性の検討，という2つの柱をたて，住宅の社

 会資本形成的役割の側面及び社会福祉的役割の側面から

 分析，理論構築をおこなっている。

 　第2のテーマは，民間住宅の「公共化」の検討であり，

 前述のソフト面を担当する。民間住宅に対しては，すで

 に「規制・誘導」の手法をもって公共介入が進められて

 いるが，民間住宅の水準を向上させるためには，現在よ

 りももっと意図的・積極的な公共介入が体系的になされ

 なければならない。ここでは，まず，民間住宅の公共化

 の基礎的考察をおこなうために，イギリスに例をとる，

 「住居法」「公衆衛生法」「都市計画法」の連動による

 民間住宅の質向上のメカニズムを明らかにする。つぎに，

 日本の現行規制，誘導制度体系の分析を行い，その効用

 と限界を明らかにする。更に民間住宅の公共化のための

 新制度の検討を，種々の具体的なケースに即して行う。

 　第3のテーマは，新しい公共化住宅の構想である。前

 述のハード面を担当する住宅供給を公共化してゆく方法

 として，住宅のフィジカルな構成要素を公的に供給する

 ことによって，良質な住宅及び環境を得ようとするもの

 である。とくに，利用・管理・生産・資源・費用負担等

 の側面から，具体的に分析することによって，新しい公

 共化住宅システムのフィジカルな構成と，それを支える

 社会的，経済的システムを提案する。

 　更に，特別研究として①住宅管理の公共化，②地方都

 市における公共住宅の役割について，の検討を行なう。

 　本研究の実施に当っては，昨年同様，「住宅供給研究

 会」を組織し，上記の3つの小テーマに応じて，理論・

 民間住宅・公共化住宅の3部会を設けて運営した。研究

 会のメンバーは，昨年度とは若干変更はあるが，下記の

 ごとくである。

 委　　員　　長　　巽　和夫（京都大学）

 理　論　部　会

 民間住宅部会

 公共化住宅部会

 ○岸本幸臣（大阪教育大学）

 　巽　和夫（前出）

 　森本信明（信州大学）

 　関川千尋（奈良女子大学）

 　　　　　　　特別研究－1担当

 　山崎古都子（滋賀大学）

 　　　　　　　特別研究－1担当

 　石原清行（金沢工業大学）

 　　　　　　　特別研究－2担当

 ○延藤安弘（京都大学）

 　垂水英司（神戸市）

 　井ノ本義昌（寝屋川市）

 　中川達哉（大阪府）

 　小林健二（兵庫県）

 　鮫島和夫（豊中市）

 ○杉本　茂（京都大学）

 　巽　和夫（前出）
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I　住宅供給の公共化の理論的検討

1．住宅の財としての公共性

1－1　はじめに

　住宅供給の公共化の理論的基礎を得ることがこの章の

目的である。そのためのアブローチとして次の2つの方

法が考えられる。第1の方法は，過去から現在に至るま

でに行在われてきた「公共住宅論」の整理’分析を通じ

て公共化の理論的基礎をさぐること。第2の方法は，経

済学や社会福祉論に春ける「公共」をめぐる概念の住宅

供給への適用性を検討してみることである。前年度研究

において，第1のアプローチを行在い，いちおうの成果

を得た。そこで本年度は，第2のアプローチを試みるこ

とにした。

　第2のアプ回一チについて，2つの方向が存在するよ

うに思われる。そのひとつは，住宅の財としての性質か

らその「公共性」や「公共化」を検討するものであり，

もうひとつは，住宅を社会福祉や社会保障の観点から考

察しようとするものである。

　わが国の住宅政策は，これ言て住宅供給政策を中心と

して形成されてきているが，その基本的在考え方は，各

社会・経済階層に対して，それぞれに適応する家賃・価

格の住宅を供給するというものであった。す庄わち，最

低所得考層に対しては公営2種住宅を，そ幻よりはやや

上層の低所得考に対しては，公営1種住宅，さらに上層

に行くにつれて，公社住宅．公団住宅，公庫住宅の順に

対応するように考えられている。公社・公団については

賃貸と分譲（持家）とがあり，分譲は賃貸より上層が対

応する。

　こうした階層別住宅供給において，公共の果している

意味合いを考えてみると，公営住宅については杜会福祉

的役割が最も強いが，上に行くに従って．その比重は低

くたり，社会に良好在財を形成する社会資本形成的た役

割が強くなっている。つ言り公共住宅は，社会福祉的性

格と杜会資本的性格とがさ’まざまな割合で組合わされたも

のとして存在していることが分るのである。社会福祉も社

会資本形成もともに公共の役割には違い在いが，その目

的や機能は明らかに区別しうるものである。住宅供給の

公共化の手段‘方法を構想するに際しては，これらの両

者をいち拾う区別して論じ，しかるのち両考の組合せを

考えるという手順を踏む必要があるといえよう。

　昭和50年8月に，建設省の住宅宅地審議会が「今後

の住宅政策のあり方」を答申した在かに盛込言れている

「応能家賃制度」は，標準的な居住水準を設定し，それ

に対応する家賃は所得能力に応じて支出するというシス

テムである。従来の公共住宅は，住戸規模や質を低く抑

えるとともに，財政補助や低利融資によって低原価とし，

それによって低家賃を実現していたのであり，規模・質

及ぴ補助金率や融資利率の相違等によって前述した階層

別の公共往宅タイブを生みだしていたのである。したがっ

て，住宅タイプ間に，規模’質券よび家賃’価格にいく

らかの断層が生ずることは免れ難いうえに．供給戸数が

需要戸数をか在り下廻って括り，入屠が抽選によって行

なわれることから，不公平がつきまとっていた。「応能

家賃制度」を政策として現実化するには多くの問題点を

かかえているとはいえ，現行方式に歩ける断層や不公平

を解消し滑らかなものにすることだけは確かである。応

能家賃制度の採用は，住宅政策のうちの社会福祉的役割

を，家賃に集約する働きをすることになろうが。そのこ

との意味をよく考察して拾く必要があるだろう。住宅政

策のもうひとつの役割である社会資本形成的側面につい

ても，民間住宅をも含めてあらためて検討する必要が生

じてくる。

　以上のことから，本章に拾いては，第1には、住宅政

策の社会資本形成的役割を念頭に拾いて，住宅の財とし

ての性格を明らかにすべく，「公共財」「杜会資本」

「公共’公益事業」「公共性」のよう在公共をめぐる諸

概念を紹介するとともに，それらの住宅への適用性を検

討した（第1節）。第2には，住宅政策の社会福祉的役

割を念頭に歩いて，住宅の社会福祉的意味を，他の社会

福祉分野とも比較し在がら検討することにしたい。応能
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家賃の意義についても検討の対象としてその中に含まれ

ることになろう（第2節）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　＊11－2　公共をめぐる諸概念

　公共をめぐる概念のなかで「公共財」や「社会資本」

「公共事業」等については，公共経済学や財政学の分野

において，かなり論じられて来ている。しかし，これら

の概念の背景となるべき「公共」「公共性」「公正」と

いった概念に関する研究は，案外に貧困なのである。これら

は狭義の公共経済学の範囲を出て，倫理学，哲学，行政

学との関連を持っているのであり，最近研究され始めた
　　　　　　　　　　　　　＊2
ぱかりだといわれている。　そこで以下では，「公共財」

「社会資本」「公共事業」「公益事業」についての概念

を紹介することとし，「公共性」等についてはごく簡単

に考察をすすめるにとどめたい。

1）公共財

　公共財については，公共経済学の中心概念として数多

くの学者によって，さまざまな定義や分類が行なわれて

おり，今のところ定説はなさそうである。次に学者の諸

説を通して公共財の性質として挙げられているものをひ

と通り並べてみることにしたい。各一人の学者は，これ

らのうちの幾つかを挙げているか，もしくは主要な性質

として強調している。

①非競合性　特定の個人の消費が他人の消費と競合しな

　　　　　い。「同時消費」「等量消費」の概念もここ

　　　　　に含まれよう。

②非排除性　公共財がひとたび供給されると，いかなる

　　　　　経済単位からもその利用を排除されることは

　　　　　ない。

③非選択性　公共財がひとたび供給されると，個々の経

　　　　　済単位が自由に選択を行なうことがもはや不

　　　　　可能になる。

④不確実性　各経済単位が公共財サービスを現実に利用

　　　　　するのが不確実な事象に左右され易い。

⑤外部性　外部性が元来どの経済主体が選択して生じ

　　　　　たのかはっきりしないo

⑥結合供給　供給面において，すべての人に対して同時

　　　　　供給的である。

⑦費用逓減性　道路，港湾などは生産において規模の経

　　　　　済性をもち，平均費用の逓減が生ずる。

⑧最低水準存在性　社会的にみて，特定の財の品質や数

　　　　　量に関して最低水準が存在するもの。

　以上のように，公共財概念にはさまざまな性質があり，

全体として不明確である原因は，次のようなことによる

であろう。

　第1に，公共財には物理的な側面と制度的な側面があ

り，公共財の理論は主に前者を基礎として論じられてい

る。上に挙げた諸性質のなかでも，①～⑦あたりまでは

物理的性質に関したものである。物理的性質を満足して

いてもそれだけで自動的に「公共財」であるわけではな

く，「公共財候補」であるに過ぎない。「公共財候補」

が「公共財」となるためには，それが「公共によって供

給されることが望ましい」という価値判断のもとに，制

度化されていなければならない。「公共財とは，政府の

財政予算により実際に提供される，或いは補助される財

や用役のいかなるものをも示す」（バーザル）とか，

「供給にあたって，政府が何らかの形で責任を持つ財」

（飯田経夫）など，制度的側面からだけ公共財を定義し

ようとするものすらある。しかし，「公共が供給するか

ら公共財である」という言い方は意味をなさないのであ

って，公共が供給するに応わしい財の物理的性質はやは

り重視されなければならない。

　第2に，公共財には純粋な公共財のほかに，公共財と

私的財との中間的領域に属する財が広汎に存在している。

これらは「準公共財」と称せられている。純公共財，準

公共財，私的財の関係は連続的であり，3者を明快に区分

することは難しい。ブキヤナンは，①不可分性の程度，

②関連するグループの大きさ，の2つの性質から分類し

ている。この分類によれば，純粋公共財は，関連するグ

ループの大きさが社会全体であり，消費間の分割が全く

不可能な財である。純粋な私的財は，個人間での消費の

不分割性が存在せず，関連するグループが社会の1個人

に限られている財である。

　第3に，公共財が制度的な側面において規定されるこ

とからも分るように，ある財が公共財であるかどうかは

国によって異るし，一国のなかでも歴史的に変化してき

ている。たとえば，公共財の諸性質列挙したなかで，⑦

最低水準存在性はその典型的なものであろう。社会的に

みて特定の財の品質や数量に関して最低水準が存在し，

少くともその水準を無料もしくは低料金で社会の構成員

に供給することが必要だが，現在の市場機構ではそれが

保障されない場合，公共部門を通じて供給されなければ

ならないという考え方である。ガルブレイスが，医療，

住宅，交通部門のごとくシビルミニマムにかかわる企業

であって，「計画化体制」には包摂されておらず，また

市場機構ではうまく機能しえない部分を，効率性とは区

別されるべき公正の視点から公的所有下に置くことを主

張しているのはこうした立場からである。ここでいわれ

る最低水準の存在は，一面では確かに財の物理的特質に

もよるが，他の一面では，水準を設定してそれを社会的

に保障しようということ自体が社会的な価値判断に基づ

くわけであり，それはもちろん歴史性を帯びている。ま

たたとえば育児のように，従来は私的生活行為であった

ものが，次第に社会化され，公共施設として供給される

に至ることも歴史的な発展であるといえる。

　以上のような公共財の概念の整理を通じて少くとも云
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えることは，「公共財」が決してリジッドなものではな

いということである。「公共財になり易さ」の性質は基

本にあるにしても，それらが社会のなかでどのように価

値づけられ存在させられるかによって，公共財にもなり，

私的財にもなりうる。歴史的な発展過程のなかで変化や

移動も起ってくるわけである。

2）社会資本

　社会資本は，近代経済学の立場から，たとえば次のよ

うに定義づけられている。「社会全体として建設し，そ

こからえられるサービスを，個々の構成員が自由に，あ

るいはわずかな代価を支払うことによって利用できるよ

うな資本である」として，道路，港湾，農業基盤整備，

通信，下水道など生活環境整備，治水治山などが主なも

のだとされている。またこうした有形なものに限らず，

知識，技術という無形な資本，教育，司法，市場などさ

まざまな制度も当然社会資本に含めて考えられている

（宇沢弘文）。また飯田経夫は，社会資本を狭義と広義

においてとらえ，狭義には，フロー概念としての公共投

資に対応するストック概念だとして，

　公共投資＝行政投資＋政府企業投資

　　　　　＝〔道路，港湾，政府住宅，国土保全，土地

　　　　　　改良事業，環境衛生，国公立学校，厚生福

　　　　　　祉…〕＋〔国鉄，電々，五現業，営団地下

　　　　　　鉄，電発，地方公営，準地方公営……〕

を具体的に挙げている。これはいわば社会資本の制度的

側面からの規定だといえよう。広義には，社会資本の機

能面に着目している。すなわち，

　公共投資＋民間投資の一部＝公共投資＋〔私鉄，私立

　　　　　　　　　　　　　　学校，私立病院，民間住

　　　　　　　　　　　　　　宅……〕

ここで，民間住宅が広義の社会資本に含められているこ

とが注目されるが，いかなる意味において社会資本であ

るかについては明らかにされていない。さらに，飯田は

狭義と広義との中間的な定義として，基本的には狭義を

よりどころにしつつ，広義に含まれる民間住宅のうち，

政府施策住宅は所有権は民間に帰属するが，政府関与の

程度が大きいから，これは社会資本に含めて考えられる

としている。

　これに対して，マルクス経済学の立場から，宮本憲一

は，社会資本は素材的な規定と体制的な規定とに分けら

れるとしている。＊3素材的な規定において，社会資本は，

①生産の一般的条件を形成しているもの（一般的生産手

段）と，②生活の共同的・社会的条件を形成しているも

の（共同消費手段）とからなる。生産手段と消費手段と

に共通な性格は，①場所的に固定していて輸出入できな

い。商品として流通困難。②これらの価値が商品の中に

価格としていく場合の価値形成の過程，あるいは価値の

移転が特殊的である。③建設期間が長期で懐妊期間が長

い。④歴史的にみて，政治的，軍事的性格を合せ持って

いるので，私的管理，私的建設に任され難い。の4つを

挙げている。また体制的規定としては，社会的に建設さ

れ，社会的に管理される。特に現代ではそれは公共的に

建設され，公共的に管理されるという性格があり，これ

が価値的な規定となる。利潤原理では建設管理されない

という性格をもつ。

　以上に紹介した3人の学説は，アプローチが異るとは

いえ，社会資本の対象や内容について主要部分は一致し

ているとはいえるが，飯田が広義の社会資本に含めてい

る私企業経営の資本を宮本が含めているかどうかについ

てはさだかではない。また，宇沢が社会資本の一部と考

えている無形の資本や制度は，飯田と宮本は含めていな

いようである。さらに飯田が指摘しているように，公共

財はフローであり，そういうフローを生みだすために必

要なストックを社会資本とみなすとすれば，宇沢の挙げ

ているソフトな無形の資本や制度は公共財であって，社

会資本に含めることには疑問が持たれる。

3）公共事業，公益事業

　国や地方公共団体等がストックとしての社会資本を建

設する事業が公共事業である。公共事業の対象範囲は，

当初は道路，橋，運河，港湾の建設および維持という狭

義のものから，国家財政の果たす役割の拡大にともなっ

て，上下水道，公園，通信，電燈，鉄道，養老院，図書

館などの施設までも拡がって来ており，公益事業との境

界がはっきりしなくなっている。また事業主体の方も国

や地方公共団体のほかに，各種の公団・公社が公共事業

の独立的な実施機関として現われて来ている（平凡社

『世界百科辞典』）。

　公益事業は，公益企業による営業活動として行なわれ

るものであり，ひとつの産業部門を形成している。その

点で本来財政的支出によって維持運営される非営業の公

共事業とは異った性質のものである。対象事業は，鉄道，

軌道，バス，電信，電話，郵便，放送，電気，ガス，水

道，等である。公益事業の主要要素は，①地域社会にと

って必需のサービスであること（必需性），②サービス

が独占の条件の下に提供されていること（独占性）の2

つである。要するに，公益事業は，上に挙げた対象事業

からみても分るように，地域的なネットワーク設備を資

本としてサービスを行なう事業であり，資本の公私を問

わず，料金収入を以って経営される。資本設備の特性ゆ

えに地域的な独占性が認められている代りに，料金に公

的規制が行なわれているわけである。公益事業は，この

ように典型的には公共事業とも私的事業とも異るのであ

るけれども，具体的には，中間的な事業も少くないので

ある。公共事業と公益事業との「中間地帯」には，たと

えば有料道路，港湾，公共下水道，空港などが位置し，

また公益事業と私的事業との中間地帯（「薄明地帯」と
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よばれる）には，タクシー，トラック輸送，貨物定期船，

倉庫等が位置している。

　公共財，社会資本についてみて来たと同様に，公共事

業および公益事業にも，公から私に至る連続的な関係が

存在することが理解されるのである。

4）公共，公共性

　このように考察してくると，われわれは結局「公共と

は何か」「公共性とは何か」という議論に行きつかざる

を得ないことになる。しかし，この議論は恐らく非常に

奥行の深いものであって，残念ながら，現在の段階では

手をつけることはできない。もちろんその議論を全面的

に展開することがわれわれの目的ではないとしても，必

要な範囲においては，いずれいちおうの理解には達しな

ければならないであろう。本稿においては，公共および

公共性についてわれわれが関心を持っている問題点の糸

口だけを提起しておくにとどめたい。

　関心のひとつは，公共性秩序の崩壊といった問題であ

る。従来，国や地方自治体による「公共性」は絶対的な

意味を持っていたといえる。国益や公益は無条件に私益

を超えるものとされていた。また同じ公益でも，国益と

公益（たとえば地方自治体の利益）との関係においては，

前者が後者に優先するとされていたであろう。しかし，

最近発生している社会的な紛争，たとえば，東京のゴミ

処理工場設置問題，横浜の国鉄貨物引込線施設問題，大

阪空港騒音訴訟などにおいては，「公共性」をめぐって

激しい論争が闘わされている。大阪空港訴訟においては，

住民の基本的人権が優先し，国益を背景とする公共性の

主張は退けられている。在来的な「公共性」秩序の崩壊

の後にどのような新しい公共性秩序が形成されるべきな

のか，興味が持たれる理論的問題である。

　関心のもうひとつは，「公共」が英語において意味す

る“Public”と“Common”との関係である。わが国に

おいて，「公共」は概念上ほぼ“Public”　に相当して

おり，“Common”に該当するものは存在していないよ

うに思われる。これは，わが国の国家や社会の成り立ち

や発展過程と大いに関係がありそうである。

　Commonとは，もともとヨーロッパにおける共同土地

利用による個人の利益の享受を意味する。Commonには，

5つのカテゴリーがあるとされている。①牧場権（Pa-

sture），②採炭権（Turbary），③採木権（Esto-

vers），④漁獲権（Piscary）と狩りょう権（Spor-

ts），⑤土砂金属採掘権がそれである。わが国では「入

会権」がこれに相当するのであろう。こうした欧米にお

けるCommonの歴史的な発展経緯のうえに，今日の地域

社会や土地利用の形態が根づいていることはほぼ間違い

ないであろう。そして，「公共」や「公共性」が，直ち

に国や県・市のみを意味するのではなく，地域住民の自

発的な組織や任意の団体をも対象とするものであったと

推測される。今日，わが国の住宅団地計画においても

Common　GreenとかCommon　Spaceなどの名称で，

共同所有，共同利用の空間が積極的にとり入れられてい

る。こうした方向は，今後集合住宅地計画において，さ

まざまな形態において，展開されて行くことが望まれる。

それとともに，空間的な意味のみならず，住宅の生産，

供給，利用，管理の活動を行なう組織形態としても，

PublicとPrivateとの中間に位置するCommon的な

あり方（組合形態など）を探究する必要があろう。以上

Commonに関して述べて来たところは，かなり推測を交

えたものである。今後，Commonへの関心と研究を発展

させていきたいものと考えている。

1－3　住宅の財としての性質

　住宅の財としての性質を公共財の持つべき諸性質にひ

き比べてみると，公共財よりもむしろ私的財に近い。個

建住宅を前提にしていえば，いっそう私的性が強い。住

宅は一般に世帯を単位として分割されており，個別の世

帯の生活と密着する形で存在している。消費において明

らかに排除的性質と競合的な性質を有している。それで

は，住宅が現に公共財として供給されている埋由および

いっそう公共化が推進されなければならないと主張する

理由はどこにあるのであろうか。その一般的な理由につ

いては，前年度の報告書の序論で述べておいたし，本報

告書においても，第3章の冒頭に要約して載せているの

で繰返さないが，公共財の性質という観点からのみ触れ

るとすれば次のような点が指摘できよう。

　第1に，住宅は公共財の主要な性質については該当し

ないものの，周辺的な性質に関してはかなりの程度該当

する。住宅は土地の上に建てられ，他人に対して何らか

の社会的な影響を与えずにはすまないから「外部性」が

あり，住宅生産については，「結合供給」の性質を多少

持っており，大規模建設の「費用逓減性」は明らかに存

在している。また最近，住宅の「最低居住水準」の設定

への動きが強まりつつある。

　第2に，住宅を個建てではなく，集合住宅を前提とす

るとすれば，これらの性質はいっそう強くなる。それば

かりでなく，たとえば個建住宅における道路は集合住宅

では階段や廊下となり，住宅がいっそう集団化すれば，

公共公益施設もとり込まれて，団地全体としての公共財

的性格は高められる。大都市において集合住宅化，住宅

団地化が進んでいることは説明を要しないであろう。

　第3に，公共住宅は，社会福祉的目的と社会資本形成

的目的をもって意図的に建設されたものであり，いわば

制度的な公共財であるといえよう。制度的にではあれ，

住宅が公共財として大量に供給されることになれば，逆

に物理的な公共財としての性質が生じてくる。すなわち，

公的住宅供給がその需要を下廻っている段階では競合的
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かつ排除的ではあっても，もし供給が需要を上廻る段階

に達すると，誰もが自由に住宅を取得できることと在り，

非競合的，非排除的な性質一公共財の主要な性質一

を満足するように在るのである。公共住宅の大量供給が，

制度的側面に拾いても，物理的側面においても，住宅を

公共財化ずる働きをすることは確かである。

　以上のことから，①住宅は，内部的には私的財，外部

的には公共財といった傾向を持つ，②個建や単体では私

的財的であるが．住戸が集約化され大規模化するにつれ

て公共財的性質が強まる，③公共財としての供給の比重

を高めることが公共財化を実質化するという働きがある

ことが理解できた。

　さて次に，公共財としての住宅供給はどの程度が妥当

か，という問題を考察することにしたい。住宅を公共財

として供給することは，国民から税金を徴集し，これを

建設費に当てることである。つ一まり，所得の再配分を行

在うことに左る。現在の公営住宅が成立っている理由は，

公営住宅戸数が少いがゆえに，所得再配分について，さ

ほど深刻な負担感を抱かせずに碕んでいるのである。も

しも公営住宅を大量に建設・供給するとすれぱ，必然的

に大巾た負担を強いざるを得在いだろう。すでに持家を

所有している層にとって，自らが利用する機会を持た在

い住宅を公共財として供給することには賛成し在いであ

ろう。もうひとつの困難も存在する。住宅に費用を投ず

るか，それとも旅行や趣味に投ずるかの選択はもともと

各個人（言たは世帯）に委ねられた権限であって，他か

ら干渉しうることではない。ところがもし，公共住宅を

高水準に拾いて大量に供給するとすれぱ，住宅に多くの

費用を投入する積りの友い人達にとっては，消費用途を

強制されたことに在るわけであって，納得が得られない

てあろう。

　結局のところ，公共財として供給しうる住宅の程度は，

住民が全体として合意に達しうる水準の範囲にとど言ら

ざるを得ないであろう。それを超える部分については，

私的財として供給されることが妥当性を持つ。もちろん，

私的財といっても外部性の観点から公的な規制を受ける

ことは避けられ在い。公共財として供給されるぺき居住

水準はもちろん動きうるものである。これをどのあたり

に設定するべきか，言た7イジカルにいか在る配分をす

るのが妥当であるの。かは，本研究に套いて公共化住宅部

会の研究課題である。

　私的財としての性格の強い私有の個建住宅のよう在も

のを前提にしてみても，それが社会的に存在して外部性

を有する限り，何らかの程度における社会的なコソトロ

ールの必要性はついて廻る。この場合，コントロールの

主体は，一般には公共団体であるが。地域的に自発性を

以つて組織されたr組合」であつてもよい。前節でも述ぺた

Commonの考え方が，公共概念として住宅分野で発展さ

せられることが望まれる。

＊1、この節は以下の文献に負うところが大きい。

①J．肌ブキヤナン著，山之内光躬．日向寺純雄訳r公共財の理

　論』文真堂。1969年
②L．ヨハンセン著，字田川璋仁訳r公共経済学』好学社，

　　1970年
③建元正弘・渡部経彦編r現代の経済学2公共経済学をめぐっ

　て』日本経済新聞社。1970年

④岡野行秀’根岸隆編『公共経済学』有斐閣。1973年

⑤飯田経夫・斉農精一郎著r社会資本の政治経済学』日本経済新

　聞社。1973年
⑥J．ハーバマス著，細谷貞雄訳『公共性の構造転換』未来社，

　　1973年
⑦加農寛’古田精司編『公共経済学講義』青林書院新社，1974

　年
⑧現代公益事業講座編集委員会編r公益事業概論』現代公益事業

　講座1．1974年

⑨J，K．ガルブレイス著，久我豊雄訳r経済学と公共目的』河出

　書房新社。1975年
⑩M．ベストン著，加藤寛監訳’解説監修r公共経済学』ダイヤ

　モンド社。1975年。

＊2。貝塚啓明「公共経済学の範囲と課題」『経済セミナー』岨251

　1975年12月
＊3．宮本憲一「社会資本充実と財政改革」『国民：生活研究』第13

巻第2号，1973年9月

2．福祉としての住宅の公共性

2－1　社会福祉論における公共性を考察する目的

　前述したように，住宅政策には，社会資本形成的側面

とともに，杜会福祉的側面が存在するといえる。ここで

ぱ・後者の役割を更に深く論究するために・「社会福祉」

自体の領域に歩ける政策対象及びその公共性についての

考え方を整理することによって．我々の目指す公共化へ

の適応のあり方を解析しようとした。今日，医療，教育，年

金，衛生，身障，老人，児童，母子等多方面で実施され

ている，各種の杜会政策にみられる公共性や公的扶助の

理論的位置づけや，その機能，領域についての検討を，

歴史的背景とともに考察することは，住宅供給の広範庄

公共化とその必要性についての今日的論拠を明らかにす

る上で，有力な手がかりと共通の基盤を与えてくれると

考えられる。

　「社会福祉」には後述する如く，社会福祉に固有の視

点，価値観が存在する。従ってその政策対象となる集団

が，特定の集団てあると全市民的集団であるとを問わず。

“財のサービス過程に公共が介入するという手段をもっ

て国民の健全在住宅’生活環境の達成と，住宅供給機構

の効率化，杜会的財の質的向上を達成しよヅとする我

々の立場とは必ずしも一致するものではない。しかし今
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日「杜会福祉」に於ける理論的領域が達成している’一公

的サービスに対する基本的理念”から演緯的に求められ

る国民の健康にして文化的な生活権，快適環境権とその

保障が，いか在る理論的体系のうえに定立しうるのかを

描いてみることは，住宅供給の多様で広範囲；を公共化の

論拠の構築にあたって好ましい示唆を与えてくれること

は確であろう。

　もちろん本考察では社会福祉の理論領域の専門的論争

に立ち入ることはそもそもの目的ではないし，か在うべ

くも在いことである。このため考察では既応の代表的在

社会福祉論についての考え方の整理を試みることに重点

を拾かさるをえカいo

2－2　社会福祉における対象のとらえ方と機能にっいて

　皿杜会福祉”岨杜会事業’川社会保障”“社会対策”

と一般に称されているものの内容，概念の定義について

は・必ずしも明確た定義が画定されていない感がある。

「社会福祉」を諸々の社会事業・社会保障・社会対策等

を総括的に総称するところの包括的政策と理解する立場

もあれぱ，社会事業，社会保障，社会対策と並立する社

会政策の一部であると理解する立場も存在する。又そう

した政策的概念とは別に，各種の対策，政策によって実

現されるところの到達目標，到達水準としての理解や，

対策ないしは政策と，その受け手である人間とのかかわ

りあい方であると理解する目標概念的とらえ方まで多様

にみられる。かように「社会福祉」そのものの把握の仕

方が異在れぱ，それらの内に内包される公共性の中身や

機能も自ずと異在る姿としてとらえられることは容易に

想像される。

　今仮にr社会福祉」に拾ける考え方を対象と在るぺき具体

的階層と。実施すぺき対策の中身（機能）によって大雑

把在分類を試みると，以下の4つのタイプがあるように

思われる。第1のタイプは対象となるべき階層と機能

（対策）の中身をきわめて限定している立場である。これ

を「対象階層，対策機能限定型」と呼ぷことにする。第

2のタイプは，対象となる対象，機能を特定のものに限

定せず，広範囲にとらえようとする立場であり，「対象

階層。対策機能無限定型」と言えよう。これに対して第

3のタイプとして対象階層は限定しないが，対策，機能を

ある一定の範囲にしぼろうとずる考え方が成立する，い

わぱ「対象階層無限定・対策機能限定型」とも呼ぷぺき

ものである。しかし1，2，3のタイプはいづれも「社会

福祉」をある社会的目的達成のための技術的手段としてと

らえている点で，広義か佼義かのちがいは存在するが，

一定の共通項を有していると言えよう。これに対して第

4のタイプとして，r社会福祉」が，社会と個人との健全在

かかわりあいによって実現されるところの目標的概念で

あるとする立場がある。これは先のタイプ2の場合と異

在る意味において，全ての国民に対して，多様左社会的

政策の実施が前提として存在し，それらの政策に対する

個々人の対応のあり方が重視される。そういう意味で

「社会関係対応援助型」ともみることができる。以下に

タイプ毎の特性についてもう少しコメントを加え，その

中で，公共性がどのよう左型で考えられているかについ

て若干の考察を行ってみよう。

タイプI　対象階，対策機能限定型

　古典的庄社会福祉論に属すると考えられるが，今日の

杜会にあって自由で公平な環境のもとでは自立的生活が

でさ庄い特定の集団一身障考，児童，母子，その他援

助育成を要する老一を対象として，自立能力回復のた

めの生活援助，育成を行うことを主要在内容とするもの

である。従ってその対策機能は、こうした特定の人達に

対する対個人サービスに重点がおかれ，社会保障制度’

公的扶助’老人，児童対策が政策の骨子として対置され

る。公共はその中で，社会的弱者、社会的落伍者に対す

る援助機関として機能し，介入する。我国の社会福祉政

策の基本的精神でもある。

タイプ皿　対象階層対策機能無限定型

　現代の資本主義生産機構にあっては，国民生活上の各

種の困難や矛盾は・その構成員たる個人の努力や責任を

こえて発生しているとみられる・従ってこれらの矛盾，

杜会的困難は基本的には社会的政策在いしは方策によっ

てのみ解決されるべきだとしている。

　対象となるぺき階層は，社会的矛盾の中にさらされて

いる全ての社会構成員であり。対策機能も社会的生産機

構が問題を生みだす全ての領域に及ぷものとされる。即

ちこの時点で公共が方すぺき社会サービスは，単に対象

とする全ての構成員の対個人サービスにとど言らず，彼

らが生まれ。育ち，生涯をまっとうする1までの全過程に

かかわる生活環境全体を対策の対象として位置づける場

合が多い。例えぱ公衆衛生，住宅供給，都市・生活環境

計画等の環境計画等の環境改善サービスも公共が援助・

整備すべき福祉の対象としてとらえられる。社会的弱老，

社会的落伍者は，全社会構成員の中の特別庄ケアーを必

要とする人達にすぎ在いものとして位置づけられる。

タイプ皿　対象階層無限定，対策機能限定型

　タイブI。皿の説明から推測されるように，困窮・生

活難一般の問題は．社会の生産機構そのものの中から生

じる基本的矛盾に依拠しているとの立場から，対象その

ものとしては全ての国民をとりあげているものの，対策

の対象は，対個人サービスにかぎられ，間接的サービス

に属する対環境改善サービスは，社会福祉の領域には含

まれをいとする考え方である。公衆衛生，住宅供給，住

環境改善，都市計画等は，一般的社会政策であり，福祉

対策の焦点は，むしろ“健康にして文化的在個人の生活

権の保障”という面にすえられていると言えよう。公共
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介入は，個人の生活権の法的在側面からの補強という型

をとってあらわれるo

タイプW　社会関係対応援助型

　対象と在るぺき人間（特定階層であると全国民である

とを問わず）と，打たれるぺき対策機能の対応関係の間に

生じる諸々の欠かんを予防し，治ゆするための諸活動を

通して，個人及び集団のその社会に求められている機能，

役割を最大限引き出し，健全在生活と環境への好ましい

対応を達成しようとする見方である。ここでは達成すべ

き目標は，経済的安定，物的水準の向上に加えて，こう

した個別的，専門的に成立している各種の社会政策・制

度全体に対する個人の健全たかかわり方に求められてい

るo

　この立場は当然，特定階層よりも全体としての国民・

市民を前提にしているし・彼らの生活を被っている社会

的．物理的環境全体への適応を対象としている点て，対

個人サービス，対環境改善サービスの全体を公共サービ

スの領域と想定しているものと理解すべきであろう。

　ここにおいて，公共は全ての個人の全ての生活領域に

於いて，生活が総合的に健全に展開することの保障機関

としての機能を有し，義務を要請される立場が明らかに

なつているo

　以上，住宅供給の公共化のあり方を考察する際の隣接

領域との比較学的考察の一つとして「社会福祉」にみら

れる対象階層や対策機能の内容を便宜的に分類してみた

が，そこには住宅政策論の理論的系譜の分析の際にみら

れた如く，杜会的．経済的背景や，時代性，価値観のち

がいによる差異が，大きく寄与しているように思われる。

本年度研究においては，こうした社会福祉論のいくつか

の立場から導き出される国民生活に対する公共サービス

の形態と，その理論的背景の整理に焦点をあてようとし

ているo

　もちろん本稿に紹介した社会福祉論のタイプ分けもは

作業の中間段階のきわめて大雑把た整理結果にすぎず，

今後の詳細な分析によって，更に好ましいタイプ分けへ

の再編も考慮されねぱなら庄いと考えている。

とその理論的背景を基盤に，それが住宅供給の全体的包

括的公共化を求める領域に拾いてどのように投映される

のか，あるいはr杜会福祉」の理論的背景と，どのような斉

合性を保ちうるのかを検証することである。

　第4は，社会福祉の公共サービスと国ないしは地方公

共団体の政策とのかかわり方についての問題を整理する

ことである。我々は住宅供給の公共化の新しい発展の，

重要た領域に於いて，基本自治体である市町村が受けも

つ責任はきわめて大きいと考えている。その際地方自治

体行政の中で，好ましい公共サービス行政のあり方が，

どのよう庄スタイルで展開されるぺきかを，社会福祉行

政の事例から学び，展望をつかむことが重要であると考

えている。

　第5に最後の課題として，最終的に住宅供給領域に於

いて公共介入の形態がどのよう友姿をとるにせよ，それ

が現行の法体系の中で，どのように位置づけ解決される

べきかについての問題提起が必要であろう。現行法体系

や行財政制度は，庄宅の広範囲な公共化の推進にとって決

して好ましい方向に開かれてい在いと言えよ㌔しかし

r社会福祉」の領域が切り開き到達してさた如く，現行法体

系の中から，公共化への新しい各種の制度を確立させて

ゆく可能性を執鋤にねぱり強く模索してゆく努力も現実

的課題としては見藩すわけにはゆかたいからである。「社

会福祉」に拾いては，公共サービスと公的責任（国家責任）

の法的根拠を何に求め，どのように発展させてきたのか

を，社会福祉論のタイプ毎に明かにすることによって，

新しい住宅供給の公共化の公的責任の所在を明確にする

ための示唆がえられよう。

　ここに取りあげた社会福祉論をめぐる比較学的考察の

ための諸課題は，本年度研究の理論的作業の一部である。

本年度は各部会の作業を通じて得られる成果を基にして，

“住宅供給の公共化”に関する具体的で且つ全体的な理

論構築を行うことが，理論部門の最大の課題であること

は言うまでもない。

2－3　考察のための課題

　「杜会福祉論」における公共性の分析作業を通じて，

明かにすべき課題として，次の5点が考えられる。

　第1は先にふれた如く，社会福祉論のいくつかの見方

を通じて，各種の考え方の中に存在する公共サービスの

必然性の論拠を具体的た内容を伴って明かにすることで

あるo
　第2は，公共サービスの考え方の違いを支えている各

種の条件（社会的’経済的’時代的背景）を抽出するこ

とにあるo

　第3は，そうして整理にされた公共サービスのタイプ

皿　民間住宅の公共化

j．民間住宅の公共化の基礎的考察

1－1　はじめ1こ

　わが国のように，民間活動のウエイトの高い国ては，

しかも世界一人口欄密た国では，民間エネルギーを公共

の手によって規制’誘導しつつ，人間が居住するにふさ

わしい住宅・環境を形成・維持していくための社会ツス
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テムの確立は，きわめて重要であると考える。ところで，

現行の民間住宅の規制・誘導制度の分析を行なってみる

と，諸外国と比較してもひけをとらぬだけの幾多の制度

の網が存在するにもかかわらず，最も肝心要のところが

ブランクになっていることに気づく。第1に，健全な住

生活を営むに適しい住宅，環境の基準の欠如－即わち，

「住居法」的要件を備えた法をもたないこと，第2に，

都市計画法上の用途地域制や開発許可と，建築基準法上

の建築確認がリンクしていないこと－即わち，土地利

用計画の不備に加えて，土地利用と建築規制が一体化し

ていないこと，が民間住宅の規制・誘導制度の現状分析

と，将来展望の2方向から，基本的問題点として指摘で

きる。

　民間住宅の公共化を図るという1つの社会的ひろがり

における「空間形成行政」の成立は，その社会の歴史的

発展段階を深く関わりをもつものと思われる。一般的に，

急速な工業発展と都市化による住宅・環境上の諸矛盾の

析出，あるいは，戦争による都市の荒廃の後に，住宅計

画・都市計画の不備が正されていく経過をたどる。その

際，重要なことは，都市住民の住環境改善に対する要求，

意識の高揚と，為政者の政策立案とその実施方法である。

他の国に眼をむけてみると，民間住宅の公共化のための

基本的制度の確立の時期は，おおむね，都市化の発展段

階と国民の意識，住環境に関わる社会政策の形成と関わ

っている。その意味では，イギリスは，19世紀から今

世紀初頭にかけて，民間住宅の公共化の枠組を形成し，

西ヨーロッパ諸国では，第2次世界大戦後に，住宅建設

・居住水準の改善が政府の社会政策の対象となった。一

方わが国は先述した民間住宅の公共化のための基本的課

題の欠落という意味においては，まだこれからという段

階にある。

　そこで，わが国の民間住宅の公共化のための諸制度の

現状分析と，あり方については，フル・レポートの記述

に委ねることにして，ここでは，民間住宅の公共化の基

本的フレームを比較的早い時期に用意したイギリスの歴

史的経過をふりかえり，そこから，わが国における民間

住宅の公共化をいかに実現していくべきかの一定の示唆

をくみとるための考察を行なっておきたい。

　なお，英国の民間住宅の公共化のための制度の体系の

あらましをチャート化すると，およそ図2－1のように

なる。住居法，公衆衛生法，都市・農村計画法が，民間

住宅の公共化の制度的支柱として機能しているようである。
　以下では，第2次大戦直後の文献*に依拠しながら，イ

ギリスの民間住宅の公共化の制度形成のあらましを，

19世紀から第2次大戦前までの期間にわたって，概観

しよう。

住　居　法 公衆衛生法 都市開発計画法

居住規制 建築規制 開発規制

公営住宅供給

「哀扇方■■「
，　　　　　1
　補助金融資は政府1　　　　1

1・入居管理　　1

1・家賃軽滅　　1

1（・、・・。・。・、）l
L＿＿　＿＿＿」

住宅改善S．C

「一■一　’一「
1’’54・1571

1slumc1ea「ancel

l．　’49住宅改善　1
1・…改善地区I

一・・…　l

l・7・HAA　l

l　　PN　　l
L＿＿　　　＿

住宅基準 建築規準

3　　　　　　　　　　4

「一■一　　一’一「　「一■　　「一「
1’119Tudov　Wa1ter1，．民間住宅建設基準1
　　　基準　　　　　11　（NHBcの活動）1
1・’・・肋・1・・基準］・基準　　1
1・・…。汰。。脆。。i，1l・インスペクタ」
　　　基準　　IL＿＿　　1

持家融資制匿

7

居住τ

　　　　　　8
「而石示万蒜訂i，
1・H．m．1。。。。。。。　j
1　　　　　　　　　　lL上・些竺些・生坐㌧

　　＿［■
「一　　　　r
■・建築組合　1
・地方団体　1

1・住宅共済組合1
L＿＿＿＿」

Briti§h　Standard
S脾cification

（材科．施工基準）
9

開発計画

5

「　　一一一’一■一「
I．ストラクチャープラン　1
一’ローカルプラン
1　　アクション．エリア’ブランl
l　　ディストリクト．エリ了・　l
l　プラン　　　　　1
1　　サブジェクト’プラン　　　l
l＿＿＿＿＿＿＿＿」

計画許可制度

6
「判断夏ポー■’一「
l　　　　　　　　　l
l・住宅地開発の基準　　　1
1・再開発の計画規制　　　1
L＿＿＿＿＿＿＿」

図2－1 英国の民間住宅の公共化のための制度体系
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1－2　イギリスのハウジング史にみる民間住宅の公共化

1－2－1　19世紀の時代

　イギリスの住宅・都市計画制度の基礎－民間住宅の

公共化のための－は，19世紀から，第2次大戦前に

かけての間に形成されている。簡単に，段階を追ってふ

りかえってみると次の通りである。

（1）第1段階（1800～1830）－スラム街の建築－

　すさまじい工業力の発展の時代には，同時にスラム街

の建設の時代であった。住宅建築には何ら社会的な統制

をうけることがなかった。賃金は安く，従ってそれ相当

が家賃も安くなければならず，そこから安普請の住宅に

よって街は形成されていった。住宅は単に「レンガの箱」

にすぎず・排水設備も水道もなかった。

（2）第2段階（1830～1865）－衛生設備の改善開

始－

　人間がいっぱい住んでいる非常に多くの住宅が密集す

ると，伝染病の病原菌が繁殖するという結果は不可避的

にあらわれた。30年代には恐ろしい流行病が発暴し，

スラム街から都市の高級な住宅地区にまで蔓延した。政

府は対策をたてざるを得なくなって，その唯一の防御法

は良好な排水設備と清浄な給水の設備をすることにある

と結論し，それを実施に移し住宅の環境は着々と改良さ

れた。健康的な生活条件は，住宅地の基盤整備に，公共

資金を投入することによって得られるということを英国

は学び始めた。こうして，環境は改善されたけれども，

住宅建設は殆んど無統制に民間企業として放任されてい

た。

（3）第3段階（1865～1914）－住宅改善の開始－

　この期間を通じて・住宅・環境に関する社会的意識が

着々と強化されていった。国立住宅問題諮問委員会

（Royal Co㎜ission　of　Housing）が設置され，

議会は衛生改善・住宅に関する法律を作り，地方自治体

は保健衛生医官（Medical officer）を任命し，建築

法の細則を決定した。

　衛生改善に関する標準が設定され，その主要な事は，

あらゆる住宅に対し立派な排水設備を設けることと，清

浄な水を供給することであった。古いスラムの改善にも

着手し，これに先鞭をつけたマンチェスターでは，地下

室居住の禁止，住宅に光や空気を導くために一部住宅の

間引き，近代的水洗便所が汚い便所に置換えられた。

　これらと同時に，一般都市住民も政府も，初めて，現

在建てている住宅（フロー）の質の改善に強い関心をも

ち始めた。これは主に住宅自身の構造をよくすることと，

光と空気を確保するために住宅の周囲に空地をとること

を法律上規定することによって実行された。　1914年頃

に建てられる住宅は，みんな健康的で適正な住宅であっ

た。しかしながら，当然のことであるが，住宅がものと

して立派になると高価になってきた。法的に最低限の標

準を守らせようとすると，必然的に建築費は増加し，家

賃も増した。その結果，子供の多い低所得者にとっては，

低賃金でまかなえるだけの住宅は建てられなくなってし

まい，貧乏な大家族はスラムに残留せざるをえなくなっ

てしまった。

　以上の19世紀のイギリスの住宅をめぐる歴史が，教

訓的に語るところを要約すれば，次の2つの明解な問題

点として結論づけられる。

①都市居住者の住宅，民間企業によって建てられる住

宅の基準は，全く公共のコントロールによる。良い住宅

を確保するには，公共の統制は強制的になされねばなら

ないし，又住宅の構造，設備，密度に最低限の標準を定

めなければならない。

②　低所得者の住宅問題は根本的に貧乏の問題である。

住宅の基準が高められれば住宅は必らず高くなり，家賃

も高くなる。しかし，それにつれて賃金が高くならぬか

ぎり，貧困な家族の大多数は良好な住宅に居住しえない。

1－2－2　両大戦間の時期

（1）住宅の標準の確立

　両大戦間になされた住宅における重要な進歩は，1918

年に公表されたチューダー・ウォルターズ報告で勧告さ

れた住宅標準を政府が採用したことである。その主要な

点は，12戸以下／エーカー（30戸以下／ha）で建て

るという戸数密度の規定，住宅の標準としては，日当り

の良い居間，小さいが良く整った台所，三つの寝室，浴

室，配管をみえないようにしてある水洗便所，石炭置場，

自転車・乳母車の置場と，換気装置をほどこしたしかる

べき大きさの食料庫を備えている。両大戦間の期間に，

チューダー・ウォルターズの標準で又はそれに準じて

100万戸が建てられた。そのほとんどは，750ft2（約

20坪）の建坪で，大抵2～4戸建になっている。多人

数家族でない限り，健康な家庭生活を営む要求は，両大

戦間のこの標準住宅で満たされることになった。19世

紀初頭から数えると，およそ100年間の確実な進歩の結

果，都市居住者一般にとって，居住にふさわしい住宅基

準を社会的に達成できるようになったわけである。

（2）民間住宅建設業の機能

　1914年までは，事実上，全ての住宅は民間企業によ

って建設・供給された。大戦中期において，地方当局は

相当数の住宅を建てたが，住宅建設，供給における民間

か公共か，何れが担当すべきかについては常に議論され

た。「民間企業」という場合，2つの意味に使われる。

1つは，クライアントから注文されて建設する場合，こ

の場合はクライアントは個人の場合と公共団体である場

合がある。この意味の民間企業は，1914年以前もまた

大戦中期も，地方当局が直傭の労働者で建てたわづかの
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住宅を除いては，全ての住宅を建てたわけである。こう

した建設行為を分担する意味では過去も将来も当然であ

るが，第2の民間企業の意味は，投機的建築業者である。

ここにも，住宅を建てる建築業者の機能がふくまれるが，

土地を買入れ開発し，そこに住宅を建て，彼が適当と思

う価格で1戸づつ需要者に売るという投機的機能がより

問題である。大戦中期の個人企業による建設は，色々な

規模の企業で行なわれた。小さいものは5，6人から

12，3人の手下といっしょに働くような大工さんの小

投機建築業者から，大きいところでは数100戸の住宅の

建設できるような土地を買って開発する大会社まであっ

た。大戦中期に議論された重要な1つの問題は，住宅建

設・供給において，投機的建築業者が如何なる役割を果

すかということであった。投機的建築業者のビヘィビア

の特徴は，安い悪い材料と方法でもって，一見よく出き

ていると思われる住宅をつくり，利益を大きくすること

である。その結果，仕事は出たら目であり，法律には低

触しない程度に網をくぐりぬけるイカサマ建築費が多く

なり，建設業の評判が落ちたが，この事実を続く事を防

ぐような有効な手段はとられなかった。

　一方，民間企業は，こうした低質で安い住宅供給者と

しての役割を担う部分と住宅の質に関しては，申し分の

ない上等な住宅を計画・建設・供給するものもあった。

そうした住宅と，当時の公営住宅を比較してみると次の

ような相違があると指摘されている。第1に，地方当局

では袋路は子供たちにとって静かで安全であるという理

論的見解に従って団地設計が行なわれたのに対し，ある

民間住宅業者の団地では，主婦たちは通過交通のある大

通りに接した所にある住宅の方が，何が起っているかわ

かって面白いので，好ましいと判断し，袋路の敷地割を

すっかりやめてしまった，というような居住者ニーズの

把握のちがい。第2に，民間業者は，窓面積を床面積の

1/6とし，1階の窓は床面上2フィートまで下げ，見はら

しのよい部屋を作った。他方，地方当局の住宅は，建物

の外観をそこねるという見地から，窓面積は床面積の1/10

とし，窓の下部を床より約3フィートにくる様にした。

前者は居住者にとって魅力的な住戸内部をつくり，後者

は，住宅の外観を人目を引くようにしたという相違がみ

られる。こうした例は，民間業者の中には，優秀な独創

力をもち真に良い住宅をつくり同時に利益を得るという

能力の持主がいることを示している。

（3）民間住宅と公共住宅の役割分担

　英国では，19世紀の終り頃から，議会が住宅問題を

取り上げ始めたが，それは第一次大戦勃発までは大した

問題ではなかった。ところが，1919年にロイドジョー

ジの「勇士の家」建設運動の時以来，住宅問題は新聞の

第一面記事となり，ラジオでも常に取りあげられ，世論

は執拗にかつ絶え間なくスラムの解消と勤労者住宅の急

速なる建設を要求した。選挙における投票は，住宅政策

の如何によってなされ，また民主主義とは住宅政策をな

しとげるということをも意味するように理解されるよう

になった。

　世論の着実な圧力は，先述したような，労働者の新ら

しいよりよい住宅標準を確保し，大戦中期の20年間に

400万戸の良い住宅を建設するという国民的な仕事を成

就させた。この期間，地方当局は30％の住宅を建て，

民間建設業者は70％の住宅を建てた。広くいえば，地

方当局は労働者の住宅を建て，民間企業は比較的金まわ

りのいい勤労者向けの住宅を建てた。

　地方当局は，借家を希望する人，民間建設業者からは

買う事も借りる事も出きない人々のため借家を大量に供

給する任務を負わされた。地方当局は100万戸以上の住

宅を建て，その住戸の質はよく，家賃も適当であった。

地方当局は，政府の適切な援助と指導があれば，大規模

な住宅の建設と管理を完全なる責任をもってやれるとい

う信用を確保した。

　民間企業は，建築組合（Building　Society）を通

じて，自家所有を欲する人に所有権という完全な利益を

与え，同時に購入代金を週払いの長期償還にのばしてし

まうことにより，借家人としての利益も与えるという条

件で住宅を供給するという方法を発達させた。

　この期間の公共（国家）の住宅供給への努力を概観す

ると，2つの大きな成功が認められる。その1つは，都

市居住者の住宅の全く新しい最低規準が採用されたこと，

その2つは，政府は地方当局がその地方の住宅需要を満

足させる責任があるとし，地方当局に多額の補助金を与

えて，勤労者の資力内で払える程度の良質住宅を供給さ

せたことである。

（4）民間住宅の質の担保

　先に述べたように，大戦中期の民間建設業者の投機的

行動は，安普請の住宅の建設をもたらし，民間建設業者

の評判を非常に悪くした。これに対する適切な制限がど

のように加えられたのかについては，興味ある問題であ

る。

　ある建築組合によって，民間業者が建てる住宅の質に

ついての自主的な調整についての提案がなされ，その規

約に示された提案は秀れたものであったが，欠点は拘束

力がないということであった。住宅の質の担保のために

は，2つの問題がある。第1は，計画が拘束力のない自

由なものであれば，建物の質に関して悪質な安普請を放

任しておくことになるから，住宅の質に関して法律によ

って強制力をもたせねばならないということ。第2は，

住宅の質の検査と認可の権限は，市町村当局に握られて

いなくてはならないという点である。

　ところで，民間建設業者の側の動きとしては，1936

年，全国建築業者登録評議会（National House-
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Bui1ders　Registration　Counci1）＊2が創設され・

民間業考が自主的に住宅の質を担保する基準とその検査

機構をつくることになった。この組織の目的は，

①新築住宅の最少限スタンタ㌧ドを維持し，除々にこ

れを引きあげていく，

②　新築住宅の購入者に，将来拾こりうる欠陥のために・

メソテナンスサービスや材料提案を行なうこと。

にある。NHBCは，基準に適合した住宅を建設してい

るかどうかのインスペクショソの実施，かし期間及ぴ新

築後，約10年問のメンテナソスの保険，需要者への情報サ

ービスを実施している。

　民問住宅の質を担保するために，NHBCの自主基準

と検査活動という任意検査方式によって，公共側の強制

的計画に伴在うぼう大な行政的機構の必要性を省いてい

る。この点については，行政側が直接強制的検査を行在

うべきであるという見解もみられる。戦争中の航空機の

検査は，航空機工場の全勤務者の一割又はそれ以上が検

査に従事していた。NHBCによって提案された検査費

はα5％にすぎず，もっと多くあるぺきだとする意見は，

平和時に拾ける住宅の質は，戦時に拾ける航空機の質の

ごとく重要なものであるとする立場からくる。何れにせ

よ，強制的検査か任意方式かの何れをとるかは，国又は

住宅所有者が，検査科をどれだけ支払うかにかかってい

るが，NHBCの如き組織が，住宅の質を高める役割を

果し，民問住宅の公共化に制度的に機能している点は注

目されてよかろうo

＜注〉

＊1　この章は，次の文献に負っているところが大きい。

　　「英国の住宅問題一Rebui1ding　Br　i　ta　in：A20

　Year　s　P1anより」　昭和23年，経済安定本部資源委員会事

　務官

＊2　1973年に，Nationa1House－Bui1ding　Counci1
　に名称が変更された。

＊3　1940隼代の検査料である。

はっきりあらわれており，財政措置・直接供給など強力

な対策が必要であること．③住宅関違施設整備が重要化

して来ていること，④防災上の安全性の確保という点か

ら，私的財に対しても強力在公的介入により緊急に安全

措置がとられるべきであること．⑤住宅はその住宅の直

接の利用考に対してのみで友く，広く杜会に対して利害

関係を及ぼすという意味で，「外部性」を有して拾り，

この外部性は都市の高密化に伴いますます拡大されるの

で，公共性も一層つよまること，⑥住宅生産ツステムの

発展変化に伴い，ハード，ソフト両面にわたる社会的整

備が必要であること，である。

　更に，このよう在「公共化」の要請に答える方法とし

て，①rストックの公共化」，②「プロセスの公共化」

という2つの方向が示された。前老は．住宅をいくつか

のフィジカルな段階，つ重り．土地・架構・設備・住戸

ユニットI仕上げ1間仕切り’家具等に区分し、それぞ

れを，公有’共有I私有の適切な組合せと分担をはかる

ことである。又後考は，企画計画’設計’材科部品製造

’組立施工’住宅維持管理等の各段階において公共介入

を，組織的に脊こ在うとするものである。これについて

は，第2章で述べられている。

　本章ては，この2つのアブローチのうち，前者．「ス

トックの公共化」の検討を通して，フィジカル在公共化

住宅ソステムの提案を歩こ在い，更にそのフィジカノレシ

ステムを成立させるために必要在，社会的’経済的なソ

7トソステムをも，あわせて構想することを課題として

いるo
　この章は，’74年度の「公共住宅の公共性」のテーマ

を発展させることで，新しい公共化住宅システムのフィ

ジカルな部分の提案を軸にしておこカう。又今回の報告

は，「ストックの公共化」の必要性について，整理検討

を加え，具体的在構想につ’いては，本報告書に拾いて詳

述する。

m　公共化住宅システムの構想

1．公共化住宅の備えるべき要件の考察

1－1　はじめに

　’74年度研究において，住宅供給における「公共化」

が，現在要請される理由として，次の6つの点が整理さ

れた。つまり，①高密度で急激な住宅供給が拾こなわれ

ているため，社会的計画性が必要とされること，②地価

I建設費の高騰により，建設される住宅の水準の低下が

1－2　ストックの公共化の必要性

　まず第一に，公共住宅の果している福祉的側面と社会

資本形成的側面の両機能を再編成する必要性が高まって

来たことがあげられる。

　昨年度報告書の公共住宅の公共性についての問題点を

要約すると，まづ，公共住宅に拾ける公共性の滅退があ

げられる。具体的に言えぱ，公共住宅の全住宅に占める

割合が滅少したこと。賃貸住宅の比重が減少し・分譲住

宅が増大したこと。超過負担や受益老負担が増大したこ

と。技術面に拾ける公共の指導性が減退したことである。

次にあげられる点は，公共住宅に，新た友公共性。新た

た役割が求められていることである。それは・従来の画

一的公共住宅を脱して，地域の事情を考慮した多様在公

共住宅への脱皮，又団地に整備される公共公益施設が各
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種生活施設の，団地外地域住民に開放されること等の必

要性である。

　数量的に公共住宅供給量が減少したことは，この公共

住宅の機能が，一般的供給というより，福祉的供給に限

定せざるを得ないということを示していると考えられる

反面，そのような傾向の中でも，分譲住宅の比率が増大

したり，受益者負担の増大という点からみれば，かなら

ずしも福祉的側面に焦点がしぼられるとは言い難く，む

しろ実態は住環境形成に果たす役割を持っているといっ

た，社会資本形成的側面で機能しているといえる。そし

てこの公共住宅の有している2つの役割，つまり，社会

福祉的側面と社会資本形成的側面は，お互いにその役割

を阻害するように働いているとさえみることができる。

つまり，社会福祉的役割をもっているが故に，ストック

として十分に機能する良好な住宅を供給しえず，標準設

計に拘束されて，画一的住宅供給にとどまっているし，

又その居住者は低所得者階層ばかりの均一な集団となる

結果，良好な住環境を，物的にも，社会的にも形成し得

ていないといえる。又一方で，社会資本形成的役割を担

うが故に，ある程度の耐久性等の性能を備えている必要

がある。一方，居住者の支払うべき負担は，原価主義的

に計算しているために，非常に地価・建築費の高騰とと

もに高額となり，社会福祉的役割も又，十分に果し得て

いないということができる。

　現在までどちらかというと，その社会福祉的側面に主

力が置かれてきたが，都市の高密化・住宅のもつ外部性

の増大，住宅関連施設の重要化等の条件から，益々，公

共住宅に社会資本形成上の役割が求められる比重が増大

して来るといえる。

　このような公共住宅に対する分析・評価から明らかに

されるところは，従来公共住宅の果してきた役割，つま

り，低所得者階層に住宅を保障するといった福祉的側面

と，良好な住宅及び環境をつくる社会資本形成的側面の

2つがあり，それらを相互に調整する必要性があるとい

うことである。

　もともと社会福祉的側面は，居住者の経済的能力から

判断して，十分住居費の負担する能力がないものに対し

て，低家賃の住宅を供給する方法であり，これは，個々

の世帯の家計の事情に従うものであり，一方，社会資本

形成的側面は，都市又は国土の地域の事情に従うもので

ある。確かに，スラムクリアランスのようにこの2つの

側面が重複する場合もあるが，これは特殊な場合といえ

る。
　現在の公共住宅の建設の硬直化は，この2つの側面・

役割，機能を分離し得ていないところに，その最大の問

題点があると考えられる。都市問題の中の住宅問題には，

社会福祉の対象でないものに対して，社会資本形成とい

う観点から，公共住宅を供給しなければならないケース

が多々ある。現在のところ，このように別個の機能をも

つ公共住宅が，同じ形態で供給されていることが最大の

問題点であり，この機能をフィジカル部分に分割するこ

とによって自律的に，この2つが干渉しあうことなく機

能しうるようにするべきであると考えられる。これによ

って従来公共住宅として，一体的な，一つのまとまりと

しての公共住宅は，部分に分解され，それぞれが，どの

機能を担うべき部分であるかが明らかにされ，その果す

べき機能，役割が十全に果しうることが期待される。

　第2に，ストックの公共化の必要性は，公共住宅のも

っていた，住生活上，技術上の指導的役割を再び取り戻

す点にあるといえる。あらためて強調するまでもなく，

公共住宅が食寝分離，就寝分離の生活や，集合住宅の生

活様式，更にニュータウンでの生活と，新しい生活スタ

イルを開発しつづけて来たのは周知のとおりである。し

かしながら，その狭小な住戸面積や画一的標準設計は，

今日，この指導性の減退を招かざるを得なかった。ここ

で提案されている「ストックの公共化」は，以上に述べ

る点において従来もっている公共住宅の指導性を再び取

り戻すことを可能にさせる点，有効な方法であると考え

られる。

　つまり，①従来の硬直化した間取りに自由度を与え，

住要求の多様化に対応しうるフレキシビリティを有して

おり，従来の食寝分離，就寝分離の住生活上の原理の上

に，更に豊かな住生活様式を確立しうること。

　更に，②ルーチン化した標準設計からシステム設計へ

の橋渡しを可能にすることがあげられる。従来，標準設

計は，住宅設計や団地設計をルーチン化することによっ

て，画一的な住宅を供給し，それによって，更に設計部

の業務に対する意欲を減退させ，有能な設計者を確保す

ることを，不可能にしてきた。システム設計への移行は，

デザイン上の自由度を確保することによって，居住者や

地域に適合した多様な計画を実現させ，公共住宅供給主

体内の設計者の仕事を魅力あるものとする。又，③住宅

生産の工業化を，部品化という形で促進させることがで

き，ここにおいて，適切な公共の指導を展開することが

できる。

　第3に，ストックの公共化のもたらすメリットについ

て考えてみる。まず，現在まで，完全に分離していた民

間住宅の間に，フィジカルな意味での連続性をもたらし，

従来の住宅供給主体毎におこなわれていたバラバラの住

宅供給を再編成することを可能とさせることがあげられ

る。又このことは，従来の公営・公団・公社・民間とい

った公的資金の割合によって，主として住宅の質が異っ

ていたものから，何が基本的に供給されるべきもので，

何が付加的でよいといった，ヒエラルキーを明らかにす

ることができる。このことは，低所得者階層・高所得者

階層の別なく，基本的に満足されるべき要件は何かとい
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う計画的視点から，住宅供給をおこなう方面を展開する

ことと評価できる。一方，低所得者階層に対する対応も，

従来の低水準の住宅だけでなく，完成度の低い住宅を供

給して，DO　IT　YOURSELFで自力で完成してゆくと

いった方法や，公有部分と私有部分の割合で，その差を

だしてゆく等多様な方法を考えることを可能にする。

　第4に，住宅の財としての性格を検討する中で明らか

にされたように，住宅は非公共財的性格がつよいと結論

できた。しかし，単なる私的財という性格でもないこと

は明らかで，昨年度はその中間的性格が強調された。ス

トックの公共化は，住宅の私的財である部分と公的財の

性格をもっている部分に分割することで財の物的，私用

上の性格からみて，公共財として定義しうる領域を拡大

し，一般に，住宅に対する公共財というコンセンサスの

形成を容易にする点があげられる。

　第5に，資源の有効利用という観点からその必要性を

強調することができる。

　建設は，従来，多資源消費型の産業であるが，日本の

ような小資源国においては，建設資源の高度利用を計る

べきだという議論はなされて来た。しかしながら，公共

住宅にみられる一体的構造は，単一の建築物という観点

からみれば，最も材料を節約して建設しているといえる。

このことは，建築の単体として，又短期的な経済性とい

う観点からみるならば，最も経済的設計，少資源的設計

だけであるといえる。

　しかし問題は，そのような一体的構造の場合，部分的

に耐用命数がつきてしまうと，建物全体の耐用命数がつ

きること。更に，物理的に寿命があっても，社会的に機

能しえなくなった場合，一体的構造という，リジッドな

構造は，新たな機能に対応することが不可能となるか，

可能であっても著しく困難でコストが高くなることであ

る。
　このような問題に対して，架構を他から分離すること

で，部位別の耐用設計を可能にし，社会的要求に対応し

うるフレキシビリティをとり入れることを可能にする。

しかし，このような設計は，個々の建物をとってみると

多資源消費型であり，個別経済主体の経済的論理に乗り

にくいものである。この点からもストックの公共化とく

に架構の供給・所有を公共のものとし，100～150年

の耐用命数のある公共財として供給することで，マクロ

で長期的にみた，建築資源の節約が可能となる。

　第6に，民間住宅をフィジカルに公共化させる点があ

げられる。民間住宅の規制・誘導の方法には，制度面か

らソフトにおこなう方法の他に，既成市街地の再構成等

のように，様々なアクティビティが錯綜している場合，

フィジカルに公共が，住環境の一部を建設することが効

果的であり，このようにして建設された住宅は，公共・

民間を連続的なものとする。

　最後に，その必要性は，住宅の利用・管理上からも説

明される。ここでは，ストックの分割された部分にした

がいながら，利用・管理面から検討することで，最終的に，

どのような所有形態にすればよいかという問題を考える

基礎としたい。

2．公共化住宅システムの提案

2－1　公共化住宅システムの構成

　さて，具体的にどのように住宅のストックを分割すべ

きであるかについては，その住宅の対象とする居住者，

地域の事情そして，そこであつかう住宅のフィジカルな

システムによって種々の方法が可能となるが，ここでは，

概略の検討をおこなってみたい。

　具体的にフィジカルに構成する要素をあげる在らば，

（1）土地，（2）架構，（3）共用設備，（4）住戸ユニット ）住戸

内設備，（6）間仕切り，（7）仕上げ，（8）家具という形

できる。

　しかし，とくに，2）架構，3）共用設備，4）住戸

ユニットの分割の仕方は，そのフィジカルな構成に依存

する部分が多い。そして，具体的な分割としては，①こ

の3者を各々分離した形，②共用設備部分と架構部分を

一体とし，住戸ユニットを分離したタイプ。③この3者

を一体化したタイプで，壁式構造といったものがあげら

れる。又3者分離のタイプであっても，架構が，床石ラ

ス柱といった形で与えられるものと，柱プラス梁という

形で与えられるものが考えられ，多様なタイプが想定。

このようなヴァライエティの選択は，そこで要求される

要求の内容と管理してゆく能力に依存するわけであり，

自由度が増すに従って，利用上・管理上高度な技術レベ

ルが要求され，架構，共用設備，住戸ユニットが一体と

なった壁式構造タイプが最も従来の集合住宅に近く，利

用上，管理上の技術は従来の集合住宅とは，大きな隔り

がないといえよう。

　さて次に，各構成要素毎に，利用・管理上から検討を

おこなってみよう。

（1）家　具

　家具は，従来最も私的なものであり，ホテル等を除け

ば，日本には，家具まで，購入，又は賃貸する住宅に用

意されているものはなく，私的に，ばらばらに購入した

ものをもちいて来た。しかし，今日では，この単に私的

なものと考えられる家具も，分解・再編の過程にあると

言えよう。つまり，収納家具と間仕切，　仕上げといっ

たものとの結合という形で，ユニット家具，インターウ

ォールが普及しつつあり，又一方で，押入れ等の収納部

分も，システム家具の中に一体的に取り扱われつつあ

る。
　そして，食堂セット，応接セット等やテーブル・椅子
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　　　　　　　　　　　　等は，ファッション性が高く，

　　　　　　　　　　　　輸入家具や民芸家具等，ヴ

　　　　　　　　　　　　ァライエティに富んでいる。

　　　　　　　　　　　　　左図に示すように，間仕切

　　　　　　　　　　　　りに組み込まれるものが多く，

　　　　　　　　　　　　間仕切家具という概念で，一

括して把えることが妥当と考えられよう。以下，このよ

うに，従来の家具，仕上げ，間仕切を分解したと考えて，

以下論をすすめる。

　このように，家具の概念を狭く定義すると，ここには

非常に趣味的要素が入って来るといえる。従来のよう

デコラ張りの家具から，ローコストの方向には，趣味性

を生かした，DO　IT　YOURSELF式の家具，ハーフメ

ードの家具が供給され，他方では，更に良質な家具が生

産されるとともに，家具の中古市場が形成されよう。又，

電気製品等については，種々のリースシステムも開発さ

れよう。しかし，いずれにせよ，家具の対応する部分は，

最も人間の好みとに密接なかかわりあいがあるだけに，

私有として供給されることが妥当と考えられる。

（2〕仕上げ

　仕上げ部分も，家具についで，個人的趣味的要素の強

いものである。とくに，壁の色，テクスチュア等は，イ

ンテリアの個性を形成する重要な要素で，家具とのバラ

ンスの最も配慮が必要な部分とも言える。現在の賃貸住

宅は，民間，公共とも，その住宅をすみかえる場合，室

内を現状回復する必要があり，基本的には，個人的に手

を加えることが誤められていないといえる。

　この仕上げの部分に，居住者の利用上の自由度を拡大

すべきかどうかについての議論は，住宅というものが，

本来，仕上げ部分まで，特定の居住者の要求に適合させ

ることが，基本的要件であるかどうかの判断によってい

るといえる。従来，所得階層に対応して持家，借家の区

分があり，持家については，自分の所有であるために，

仕上げに対する自由が可能であり，賃貸については認めら

れていなかった。この賃貸に認められない理由は，第1

に仕上げと，構造体の分離ができていないため，管理上

禁止している。第2に，多人数が利用するために，その

ときどき対応するのではなく，統一的な，比較的穏当な

色彩を使用することが，管理上容易であるなどである。

しかし，仕上げが構造体と分離されているならば，公的

住宅の居住期間の長期化と，仕上げ材そのものの耐用年

限から考えて，居住者が変るごとに，その仕様を変化さ

せることは可能であるといえよう。しかし，構造と仕上

げが一体になっている場合は，その変更を禁止するか，

変更上の規制とその保証が可能なように，専門業者の指

定，変更規則の設定等が必要であり，どの部分をどのよ

うな方法でならば変更可能かをはっきり定める必要があ

る。

　住宅の本来のあり方から考えて，基本的には，仕上げ

部分を居住者の好みに適合可能なように，構造，又は，

住戸ユニット（シエルター）部分と分離すべきであろう

とおもわれる。そして，公共性の高いもの，つまり，福

祉的に供給されているものには，その部分も含めて，公

有とし，利用上，その仕上げ材の一部，つまり，壁紙や

色の選択が可能であるようなシステムにし，それについ

ては実費負担が考えられる。これは，公共性の高いとい

う点，つまり税金から建設費がまかなわれているという

点からみても，好みを優先させるよりも，材料を最大限

（耐用年限だけ）利用するといった経済性を追求する義

務が存在するわけで，最小限の変更，変更部分の実費負

担，公有，公共管理の原則がつらぬかれるべきだろう。

　一方住みかえの頻度の多いところでは，物の耐用年限

に比較して，居住者が変化するため，そのたび毎に仕上

げを変える手間，コストから考えて，居住者による変更

はゆるさず，その家具で好みに対応するべきであろう。

（3）間仕切り家具

　前述のように，家具の一部，収納部分をも含めて議論

することにする。さて，間仕切り家具は，生活を基本的

に規定する間取りを規定する働きをもつ。住宅の規模の

拡大にともなって，様々な間取りの選択の余地がでて来

たことにより，従来のように，間取りを固定する必要性

は減少して来た。間取りが定められていたメリットは，

①生活すべき原則，就寝分離や食寝分離を物理的に保証

することで，生活指導的役割を果して来たこと。②狭小

な住戸面積を無駄なく利用しつくした点，③又構造的に

間仕切り壁をも，有効に，一体的に利用している等が評

価できる反面，その画一性は，個人の多様な要求に答え

きっていなかった。

　このような点から，間仕切りを自由に移動するような

アイディアが提案されている。又その中でも，生活指導上，

構造上，最低限の固定部分と可動部分に分解するという

考え方が考案されていることは，注目に値いする。生活

の多様性といっても，どの生活をも満足されるべき基本

的要求と，多様性として，選択されるものが存在するわ

けで，その基本的条件を生活指導的側面から，フィジカ

ルに固定することが考えられるわけである。しかし，そ

れに限定されるものではなく，他にも，たとえば，その

配置パターンを，幾通りか用意しておいて，そのどれか

を選択するといった形で，フィジカルに固定せずとも，

同様の効果を期待される方法も考えられる。

　従来，この中に含まれている家具的部分は，私有で，

持ち運びしていたが，今考えている中では，すべて間仕

切り家具として一括されるわけで，この部分全体を私有

にすれば，すみかえにともない移動させるべき量として

は，従来よりかなり増え，賃貸のシステムにすれば，そ

の移動量は減少する。又これらを一体にシステムとして
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考えつつも，用途の点から，分割することが可能である。

つまり，基本的に満足されるべき部分と，家族構成等に

よって，又生活スタイルによって付加される部分があり，

このような観点からすれば，基本的家具ははじめから供

給したり，ビルトインしたり，公有賃貸にすることも可

能である。
　このように間仕切り家具は，1つのシステムとして用

いるとともに，様々の観点から，分解可能にする必要が

あろう。この観点をまとめれば，その間仕切り家具に要

求されている機能が，①基本的か付加的か，②固定か可

動か，③構造か非構造か，等によって分解され，そこに

展開される生活上の質によってそれぞれが適宜選択され

ると考えられる。
　以上から半断すると，間仕切り家具は公有と私有又は共有

といった様々の所有形態が可能で，その対象とする居住

者・地域等の条件で選択され，上記の，基本部分，固定

部分，構造部分に公的性格が相対的に強いといえよう。

（4）住戸内設備
　浴室，キッチン，トイレ等のサービスは，生活上，基

本的に必要なものとして各家庭に供給されるべきもので

あろう。しかし，その各仕様のレベルは様々存在してよ

いと考えられる。
　しかしその多様性は，個人の好みに合ったというよう

な特定の多様性ではなく，設備器機の有している機械的

性能や，設備の装備のグレードといったものが中心と考

えられる。又これらの設備には，建築材料的耐用年数と

は異った，機械としての，独自のライフサイクルや，技

術革新設備の共同化（冷暖房etc）によるそのシステム

の変化が予想され，その意味でも，単なる材料系とは別

のシステムで，分離して構成される必要がある。

　一方，設備の性質上，利用方法が簡単な反面，故障箇

所の修理等，専門的技術が必要な度合が最も高いという

意味で，管理については，専門家に委託する方が，スム

ーズに行くと考えられる。その意味で，設備部分の社会

化が適当であると考えられ，たとえば，専門管理会社の

設立や，設備部分の所有管理方式の採用，又設備のオプ

ション部分の私有，基幹コアの公有，又は公有，専門管

理会社の委託管理等考えられる。

　基本的には，その①専門技術の必要性，②独自の耐久

性，③基本的要求を満たす部分と附加的部分の分離等

から考えて，独自の所有形態を選択してゆくべきだろう。

（5）住戸ユニット

　　前述したように，この部分は，架構システムの選択に

　よって，分解されたり，統合されたりする可能性が最も

強い部分である。又この部分の機能は，空間を外部から

遮断し，居住するための基本条件をセットする働きをも

　っており，この意味で，最低の水準ではあるが居住可能

　スペースとして保証する働きを有すると言える。このよ

うな観点からすれば，この部分さえ，私的に確保し得な

い人にとっては，何らかの形で公共の援助の対象となし

得よう。又この部分を私的に購入しているものには免税

措置を講じ，購入し得ない人々に対しては，現物供給を

行う等考えられる。

　又，住戸ユニットの耐用年限が，居住期間より長いた

めに，それを再利用する中古市場を形成する必要性が考

えられるが，それを容易にし，又居住者の多様な要求

に対し，組合せのヴァリエーションをだすという点から，

寸法上の統一，規格化，ジョッブコーディネーション等

の社会化が必要とされる。

　このような住戸ユニットのもつ，公的，社会的性格に

対して，逆に私的，個人的性格を有している部分も存在

する。

　様々の調査結果が明らかにしているように，日本人の

持家指向性には，根強いものがある。地価・建築費の高

騰を背景とした財産的，騰機的価値があること，又持家

に独立一戸建住宅が多いことから，その接地性や庭のあ

ることといった側面を除くと，主要な機能的側面は，居

住者の好みに応じて，内部をしつらえたり，増改築等が

比較容易にできる等，居住者の要求を住戸に反映しやす

い点にある。又このような積極面だけでなく，居住者が，

自らの可処分所得を，どのように，住居費と他の衣料費

・食費・娯楽教養費等に費するかといった，居住者の生

活設計・生活スタイルが，比較的容易に選択しうるとい

った自由度が保証できるという点にもある。確かに現在

では，木賃アパートに居住しながら，高級車をもってい

るということにみられるように，かならずしも，生活ス

タイルの選択からでなく，住宅自体の選択範囲が限定さ

れているために，起っているという面が強いが，従来の

公共住宅を再編成してゆくという観点からみれば，過剰

性能を画一的に居住者に与えるのではなく，最低のスタ

ンダードは公的に保証し，居住者が生活全体の設計から

住居費を決定するといった形態が望まれる。このような

多様なスタイルに肌目細かく対応するという観点からは

公共がそれぞれの要求に従って住戸を供給するといった

スタイルより，住戸ユニットの一部又は全部を私有にす

　ることで，その機能を果すことが妥当と考えられよう。

　　もっとも，住宅ローンの発達等で居住者の負担限度額

が上昇しているとはいえ，それを支払えない居住者に対

　してや，人口流動が激しく，同一の住戸を多数の人が利

用するという結果になるような地域においては，私有よ

　りも，公共体が所有し，管理する方が，責任の所在がは

　っきりし良好な居住環境を維持できる場合も存在する。

　　以上，住戸ユニットの所有形態には，私有・公有を求

　める利用・管理上のメリット，フィジカルシステム上の

制限が複雑にからみあっており，単純な形態にはなり得

　ない。原則的には，居住者の要求，地域の事情，社会的
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コンセンサス等から，ハードにも，ソフトにも互いに私

有，公有の入りくんだ，複雑なものとならざるを得ない。

（6）架構，共用設備

　次に架構・共用設備についてみよう。都市における高

密度居住が不可避的であるといった今日の状況において

は，一定の人口を，一定の空間内に居住させるためには，

都市全体にわたって，高度な計画性や整合性が要求され

る。このことは，都市における住宅相互の関係が相互依

存的に強くなることを示している。たとえば，ある地域

に，たまたま以前から戸建住宅に居住している人にとっ

ても，一定の空間の中で高密度に居住しなければならな

いという前提にたてば，他の人が集合住宅に高密度に居

住していることによって，現在戸建住宅に居住すること

が可能になっていると考えることができる。このような

点から考えるならば，高密度居住の集合状態を物理的に

支えている架構共用設備は，都市全体の空間量を増大さ

せるという意味で公的性格を有している。最も，適切な

地域に適切な形で建設された場合という前提ではあるが

　　……。
　現在では，このような架構共用設備の費用は，個別経

済主体の負担となっているが，その公的な性格から判断

して，この架構共用設備を公共が供給所有すべきである

という論理が可能である。しかし，その場合，架構は公

共財として，適応な物理的・社会的耐用性を有していな

ければならないし，又その利用については，都市全体の

利用という観点から公正に利用されるべきであるので，

公的な管理が必要であろう。

　もちろん，架構と共用設備は耐用年数や管理方式のち

がいなどが存在するのであるから，フィジカルには分離

し，共同溝にみられるような，集中分離の形式が適当と

考えられる。

　以上のようにフィジカルな分離形態も所有形態も多様で

あるが，基本的には架構共用設備は公的性格がつよく，

家具は私的性格がつよい。その間の住戸ユニット，室内

設備，間仕切り，仕上げは，対象となる居住者が地域の

特性によって様々な形で，フィジカル部分の公有と私有

が複雑に入り組み，フィジカルシステムは，展開される

と予想されるが，大きな分割は，これら3つのゾーンに

分割されよう。これらの具体的検討は今後の課題としたい。

2－2　今後の課題

　新しい住宅システムの提案には，この「公共化」の理

論の他にまだ検討しておくべき課題が残されている。こ

れを以下に記してこの論をとじる。

　その第一は，従来対立概念的にあつかわれて来た，

「持家と借家」「木造とRC」「独立住宅と集合住宅」

「すみかえと定住」等を整理して新しい住宅システムの

中で位置づけること。

　第2には，新しい公共住宅の求められる要件，たとえ

ば，フレキシビリティ，地域性，地方性の考慮，住環境

とのかかわりあい，空間の段階構成，コミュニティ形成

との関係等の整理，検討である。
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